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る
発
注
者
の
義
務
な
ど
に
違
反
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
、
受
注
者
の

取
引
上
の
ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
を
解
決
・
改
善

す
る
手
立
て
と
し
て
「
下
請
法
」
を
取
上

げ
、
そ
の
対
処
法
を
紹
介
し
ま
す
。

● 

「
下
請
法
」
を
知
る

●
目
的

  

「
下
請
法
」の
正
式
名
称
は
、「
下
請
代
金
支

払
遅
延
等
防
止
法
」
で
す
。
同
法
は
、
下
請

事
業
者
（
受
注
者
）
の
利
益
保
護
の
観
点
か

ら
、
親
事
業
者
（
発
注
者
）
に
対
し
て
、
取

引
上
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
両
者
間
の

取
引
の
適
正
化
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

●
下
請
事
業
者
に
と
っ
て
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

　

一
点
目
は
、
発
注
者
と
受
注
者
が
、
同
法

に
定
め
る
「
親
事
業
者
」、「
下
請
事
業
者
」

に
該
当
す
る
か
、
で
す
。
適
用
要
件
は
、
事

業
者
の
資
本
金
規
模
と
取
引
内
容
の
よ
っ
て

決
ま
り
ま
す
。
次
の
図
は
そ
の
一
例
で
す
。

　

二
点
目
は
、
同
法
が
定
め
る
親
事
業
者
に

課
し
た
義
務
な
ど
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め

て
お
く
こ
と
で
す
。

　

同
法
で
は
、
親
事
業
者
に
対
し
、
4
つ
の

義
務
と
11
の
禁
止
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

4
つ
の
義
務
は
、
①
書
面
の
交
付
、
②
書

面
の
作
成
と
保
管
義
務
、
③
下
請
代
金
の
支

払
期
日
を
決
め
る
こ
と
、
④
遅
延
利
息
の
支

払
義
務
、
で
す
。
親
事
業
者
に
と
っ
て
口
頭

で
の
発
注
は
許
さ
れ
ず
、
契
約
内
容
を
記
し

た
書
面
の
作
成
・
交
付
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
物
品
な
ど
を
受
領
し
た
日
か
ら
60
日
以

内
の
支
払
期
日
を
定
め
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　

禁
止
事
項
は
11
種
の
類
型
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
主
な
も
の
は
、
支
払
に
関
す
る
事
項

（
受
領
拒
否
、
支
払
遅
延
・
減
額
・
買
い
た

た
き
な
ど
）、
親
事
業
の
優
越
的
地
位
を
利

用
し
た
行
為
（
購
入
強
制
・
報
復
措
置
・
不

当
な
や
り
直
し
な
ど
）
で
す
。

●
取
引
上
の
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
法

　

親
事
業
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
交
渉

す
れ
ば
よ
い
の
か
、
下
請
事
業
者
と
し
て
、

悩
み
を
抱
え
て
い
る
場
合
に
は
、
専
門
家
へ

の
相
談
を
お
勧
め
し
ま
す
。
本
稿
で
は
、

47
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
下
請

か
け
こ
み
寺
」
を
紹
介
し
ま
す
。

主
な
支
援
活
動
は
、
弁
護
士
な
ど
専
門
家
相

談
、
及
び
調
停
に
よ
る
紛
争
解
決
で
す
。

専
門
家
相
談
で
は
、
親
事
業
者
と
の
交
渉
に

お
い
て
、
役
立
つ
対
処
法
な
ど
、
具
体
的
な

助
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、

親
事
業
者
の
行
為
が
法
律
に
抵
触
し
て
い
る

事
実
に
つ
い
て
の
指
摘
の
仕
方
、
内
容
証
明

付
き
郵
便
の
利
用
な
ど
、
で
す
。
な
お
、
有

益
な
助
言
を
得
る
た
め
に
は
、
契
約
内
容
や

経
緯
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
整
理
し
、
専
門

家
に
説
明
す
る
事
が
望
ま
れ
ま
す
。。

ま
た
、
当
事
者
同
士
の
交
渉
で
合
意
に
至
ら

な
い
場
合
、
調
停
に
よ
る
紛
争
解
決
と
い
う

手
段
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
弁
護
士
を
調
停
人

と
し
て
、
簡
易
迅
速
な
解
決
を
目
指
し
ま

す
。（
調
停
期
間
は
3
か
月
ほ
ど
で
す
）

な
お
、
専
門
家
相
談
や
調
停
手
続
き
は
、
原

則
無
料
で
す
。

●
社
員
や
会
社
を
守
る
た
め
に

　

最
近
、
親
事
業
者
の
働
き
方
改
革
の
一
貫

と
し
て
残
業
削
減
が
進
み
、
下
請
事
業
者
に

対
し
て
、
業
務
の
肩
代
わ
り
要
求
や
過
度
な

短
納
期
発
注
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

受
注
側
の
事
業
者
と
し
て
、「
下
請
法
」

の
観
点
か
ら
、
日
常
の
取
引
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
事
に
よ
っ
て
、
取
引
上
の
ト
ラ
ブ
ル
や
社

員
へ
の
悪
影
響
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
発
生
し
た
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て

は
、「
下
請
か
け
こ
み
寺
」
な
ど
公
的
機
関

の
積
極
的
な
利
用
に
よ
り
、
迅
速
な
解
決
が

期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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日
常
の
取
引
で
は
「
注
文
を
出
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
無
理
は
聞
い
て
も
ら
わ
な
い
と

…
」、「
注
文
を
頂
い
て
い
る
立
場
だ
か
ら
何

と
か
対
応
し
な
い
と
い
け
な
い
…
」
と
い
っ

た
心
理
が
、
発
注
者
・
受
注
者
そ
れ
ぞ
れ
に

広
く
浸
透
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
次
の
事
例
の
よ
う
に
、
受
注
者
が

一
方
的
に
負
担
を
強
い
ら
れ
る
取
引
と
な
っ

た
場
合
、
受
注
者
が
そ
の
対
応
に
苦
慮
す
る

場
面
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

事
例
１ 　

発
注
者
は
口
頭
で
注
文
を
出
し
、

頻
繁
な
変
更
が
原
因
で
、
社
員
は
残

業
が
続
き
、
人
件
費
な
ど
コ
ス
ト
増

分
を
認
め
て
く
れ
そ
う
も
な
い
。

事
例
２ 　

当
初
納
期
に
数
日
間
に
合
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
支
払
を
拒
否

さ
れ
て
い
る
。
原
因
は
発
注
者
の
仕

様
決
定
の
遅
れ
な
の
だ
が
…
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
は
、「
下
請
法
」
に
定
め 町田市経営診断協会  木村　充（中小企業診断士）

社員を守る、会社を守る下請法
～下請法の徹底活用術～

経営に関する最新情報をお届けします！

例）物品の製造・修理委託などの場合

資本金3億円超 資本金3億円以下（個人含む）

資本金１千万円以下（個人含む）

親事業者 下請け事業者

資本金1千万円超3億円以下


